
  

  

  

 平成１６年１０月６日 

農林水産省生産局

食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 

第７回畜産企画部会の概要について

 下記のとおり、食料・農業・農村政策審議会 生産分科会 第７回畜産企画部会が開催さ

れました。 

 

記 

 

１．日 時 

  平成１６年１０月５日（火） １３：００～１６：００ 

 

２．場 所 

  東京都千代田区九段南２－１－５ 

   農林水産省三番町分庁舎 ２階 大会議室 

 

３．出席者 

  委員等：別紙のとおり[PDF] 

  事務局：畜産部長、消費・安全局参事官、畜産企画課長、畜産振興課長、 

      牛乳乳製品課長ほか 

 

４．意見交換 

  事務局より、「今後の主要論点と対応方向（案）」等に関する説明が行われた後、意

見交換が行われ、委員からの主な発言は、以下のとおりでした。 

 

（我が国における大家畜畜産の位置付け） 

○ 食品工場残さの飼料利用といった資源循環の観点を盛り込むべきではないか。 

 

（「担い手」として明確化すべき経営形態の考え方） 

○ 畜産の場合、生産の大宗はすでに「担い手」によって担われていると認識している。

認定農業者が２割強しかいない中で、畜産の「担い手」は認定農業者が基本という考え

方は認識が異なる。例えば、畜産の「担い手」は「認定農業者及び主業農家」とするな

ど、作目によって「担い手」の捉え方が異なってもよいのではないか。 

 

○ 畜産ではほとんどが専業であり、畜産の特性を踏まえれば、認定農業者のほか、専業

的に取り組んでいる生産者については、「担い手」として位置付けるべき。 

 

○ 畜産農家においては構造改革が進んでいるとしても、その全てを「担い手」とすべき

ということにはならないのではないか。 

 

○ 畜産農家や飼養頭数の過去の減少のトレンドに歯止めをかけるインパクトのある酪肉

近基本方針とするため、何に重点を置くべきかについて議論が必要ではないか。 

 

（経営安定のための施策の在り方） 

○ 経営安定対策についての議論は、財政的裏付けが必要。 

 



○ 畜産における経営安定対策については、今後とも制度の経緯や事業の趣旨からすれ

ば、これまでの対象者については、引き続き対象とすべき。 

 

○ 経営安定のための施策の対象の検討に当たっては、酪農における計画生産と加工原料

乳生産者補給金制度との関係について、幅広い角度からの検討が必要ではないか。 

 

（人材の育成・確保の在り方） 

○ 新規就農者に「新しく経営に参加する者」だけでなく、最近の若い人達に技術者とし

て雇用されることを望むような動きもあることから、そのような技術者についても位置

付けられないか。 

 

○ 女性が認定農業者となるには家族経営協定を結んでいることが必要とされているが、

家族経営協定を何らかの形で位置付けることが必要ではないか。 

 

（生産段階における経営体質強化のための施策） 

○ 乳用種の肥育経営については、収益性が非常に低いのが現状。今後とも生産者が安定

的に乳用種牛肉を生産できるような対応が必要。 

 

（畜産物の安心・安全の確保） 

○ 食肉の安全性を確保するには食肉処理の段階が重要であり、食肉処理施設の衛生管理

の充実のほか、衛生管理状況のモニタリングも必要ではないか。 

 

（消費者の視点に立った的確な情報提供の在り方） 

○ 食育については畜産物だけでなく、日本における畜産そのものの歴史的意義や発展過

程を位置付けるべきではないか。 

 

○ トレーサビリティについては、受益する者が応分のコスト負担をすることを基本とし

ているが、これを積極的に行おうとする生産者や流通業者の意欲を阻害しないような配

慮が必要ではないか。 

 

（飼料基盤に立脚した畜産経営の育成のための施策の在り方） 

○ 飼料生産は地域の気象条件や土壌条件に大きく左右することを踏まえ、その地域に合

った耕畜連携や集約放牧を、地域の畜産農家が選択できるようにすべき。 

 

○ 自給飼料生産拡大の在り方に関して、単収の向上等現在ある飼料基盤の生産性の向上

についても明確に盛り込むべきではないか。 

 

○ 耕畜連携の方向が打ち出されているが、夏場の表作だけでなく、冬場の裏作対応をど

うするかとの点について、位置付けが必要ではないか。 

 

○ 自給飼料基盤の確立対策と経営安定対策の関係をどう位置付けるかについての検討が

必要ではないか。 

 

（家畜排せつ物の適切な処理利用） 

○ たい肥の利用促進を進めるため、耕種農家のニーズに合ったたい肥を生産することが

必要であることを明確に位置付けるべきではないか。 

 

（家畜の能力向上と新技術の普及・定着） 

○ 家畜の飼料要求率は遺伝的要因によるところが大きく、その改善は自給率向上に資す

るものであることから、家畜改良の方向として飼料要求率の向上を明確に位置付けるべ

きではないか。 

 



  

○ 家畜の改良は、生産性や経営所得、食料自給率の向上に資するものであるなど、家畜

改良の意義をを明確に位置付けるべきではないか。 

 

○ 新技術に限らず、経営の合理化や食品残さの利用、牛の分娩間隔の短縮といった従来

の技術についても、技術の開発・改良及び普及・定着の大切さを明確に位置付けるべ

き。 

 

○ クローン技術やＤＮＡ解析技術の活用に当たっては畜産に限らず意見がある分野であ

り、搾乳ロボットや細断型ロールベーラと同次元で技術の開発・普及を行うと整理すべ

きものではないのではないか。 

 

（養豚・養鶏問題関係） 

○ 豚の家畜改良についても、しっかりと取り組むべき。 

 

○ 国産の鶏卵価格が低迷し、液卵輸入も一部行われている中で、我が国養鶏の発展方策

をしっかりと検討すべき。 

 問合せ先 

生産局畜産部畜産企画課 松本、歌丸 

TEL 03-3502-8111（内線3865, 3866） 

  03-3501-1083（直通） 
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